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大阪府東大阪市基本計画 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

設定する区域は、平成３０年１月１日現在における大阪府東大阪市の行政区域であり、

概ねの面積は６，１７８ヘクタールである。 

ただし、「環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落（枚岡神社のアラカシ

林）」及び「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（生駒・信貴山麓，矢田丘陵地のため

池群）」、金剛生駒紀泉国定公園に指定されている地域、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区（大阪府における鳥獣保護区：生駒山）、並びに

大阪府における保護上重要な野生生物レッドリストに掲載されている生物多様性ホット

スポット（八尾ため池群、枚岡公園）を除くものとする。 

その他、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅

のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は、本促進

区域には存在しない。 

（地図） 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

【地理的条件】 

東大阪市は大阪府東部に位置し、西は大阪市、北は大東市、南は八尾市、東は奈良県生

駒市に隣接している。 
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【産業構造】 

東大阪市の基幹産業は製造業であり、事業所数では全国第５位（平成２６年度経済セン

サス基礎調査）、事業所数４，０００以上ある市区町村のうち、事業所密度は全国トップと

中小企業が数多く集積しており「モノづくりのまち」として高い知名度を誇る。東大阪市

のモノづくりの起源は古く、弥生時代には銅鐸や銅剣などの青銅器鋳物が盛んに造られて

おり、明治時代には生駒山の河川で水車を利用した伸線業が盛んに行われ、その後の東大

阪市を代表するネジ、ボルト、ナットへと発展した。市内には家電や自動車といった主要

メーカーが存在せず、いわゆるピラミッド構造ではなく、市内の企業同士で連携し納品を

行う「横請け・仲間請け」といわれる独自の構造となっている。 

平成２５年度には全国の自治体でも珍しい「東大阪市住工共生のまちづくり条例」を施

行し、モノづくり推進地域を指定した。モノづくり推進地域内で住宅を建てる際は一定の

ルールを設けることで、市内製造業企業と住民の相互理解を図る取り組みを行っている。

【インフラの整備状況】 

東大阪市には、大阪メトロ中央線、近畿日本鉄道奈良線、けいはんな線、大阪線、ＪＲ

学研都市線、おおさか東線が東西南北に走っており、市内に２６の駅が存在する。平成３

１年３月にはＪＲおおさか東線の久宝寺駅から新大阪駅までの全線が開通し、新大阪駅へ

のアクセスが更に良くなった。それに加え、大阪モノレールの延伸が予定されており、大

阪国際空港へのアクセスが良くなるなど、東大阪市の交通利便性がますます高まる。 

東大阪市には近畿自動車道と阪神高速道路東大阪線のＪＣＴが所在しており、兵庫・京

都・奈良・和歌山へのアクセスもよく、関西国際空港、大阪国際空港も１時間圏内となっ

ている。また、「平成２７年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」によると、

近畿自動車道の交通量は全国第７位、東大阪市内一般道路（大阪府道２号大阪中央環状線）

の一部は全国第５位と日本でもトップクラスとなっている。 

また、市最大の都市公園である花園中央公園には、１９２９年に竣工した日本最古のラ

グビー専用球場である花園ラグビー場が位置している。花園ラグビー場がラグビーワール

ドカップの試合会場に決定したことを契機に、試合開催基準を満たすため、施設を市有化

するとともにメインスタジアムである第１グラウンドを整備した。７１０インチの大型映

像装置やナイター試合を可能にする照明の設置、ベンチ型シートからセパレート型の座席

への付け替え、ラグビーミュージアムの改修に加え、内外装をリニューアルし、平成３０

年１０月から供用開始している。 

【教育機関】 

東大阪市には近畿大学、大阪樟蔭女子大学、大阪商業大学、東大阪大学の４つの大学が

あり、約３０，０００人の学生が通う「学生の集まるまち」でもある。東大阪市内企業と

大学による産学連携事業による様々な製品開発や、大学のゼミとして東大阪市内企業との

交流等を行うなど、大学による地元への貢献も行われている。 

【人口分布】 

人口は５０２，７８４人となっており、面積のおよそ８割の地区が人口集中地域となっ

ている。（平成２７年度国勢調査） 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

東大阪市は、平成２６年度経済センサス基礎調査によると製造業の事業所数６，３２１

と全国５番目、事業所密度は全国トップ（事業所数４，０００以上）と全国でも有数の「モ

ノづくりのまち」である。また、東大阪市の事業所総数２５，８３９事業所のうち製造業

が２４．５％を占めていることや、東大阪市の付加価値額９４，２１３，６００万円のう

ち製造業は３８．８％を占めていることから、製造業は東大阪市の基幹産業である。 

昭和５８年の１０，０３３事業所をピークに企業数は減少する傾向にある中、東大阪市

では、企業のライフサイクルを循環させ、これまでの製造品出荷額を維持・上昇させるこ

とをめざしている。 

 そこで、東大阪市製造業の中で製品出荷額が多く、事業所数も多い金属製品製造業、プ

ラスチック製品製造業を中心とした企業群の高付加価値化の促進を図る。併せて東大阪市

にある４つの大学と市内企業との産学連携の促進により、東大阪市経済を牽引する企業群

を創出し、経済の活性化と技術力の向上に取り組み、その効果を隅々まで波及させること

をめざす。

 一方、花園ラグビー場を有する東大阪市は平成３年に「ラグビーのまち 東大阪」を表明

し、ラグビーの持つ「力強さ、たくましさ」「連帯性、団結力」「友情、すがすがしさ」と

いうイメージを生かしたまちづくりを進めてきた。代表的な取組みには、ラグビーワール

ドカップ開催に向けた地域協働による取組みや、マスコットキャラクター「トライくん」

の認知度向上によるプロモーション活動が挙げられる。 

 また、平成２９年度からは市政運営の４つの柱のひとつに「スポーツのまちづくりの推

進」を掲げ、ラグビーだけでなくスポーツ全般を地域活性化に有用なツールとして位置付

け、国際スポーツ大会を活用した誘客や、スポーツ施設が集積する花園中央公園を賑わい

創出の拠点とするための取組みを推進している。 

これらの取組みを進めることで、既存のスポーツ関連資源をより効率的に稼働させるノ

ウハウを積み上げるとともに、民間投資を積極的に誘引し、“する”、“見る”を中心にスポ

ーツを目的に東大阪市を来訪する交流人口の増加をめざし、東大阪市の地域特性を生かし

たスポーツ産業（スポーツツーリズム関連産業）の振興を図る。 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業に

よる付加価値創出額 

  １，３３１百万円  
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（算定根拠） 

計画期間内において１事業者あたりの平均６，１６１万円の付加価値額を創出す

る地域経済牽引企業を１６件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で１．

３５倍の波及効果を与え、計画期間を通して１３３，１００万円の付加価値を創出

することをめざす。 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の

新規事業件数 

 １６  

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本基本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事

業をいう。 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

ら見た地域の特性に関する事項」において記載する地域及びその特性の活用戦略に沿った

事業であること。 

（２）高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分６，１６

１万円（大阪府の１事業所あたりの平均付加価値額（平成２４年経済センサス－活動調査よ

り））を上回ること。 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

 地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済事業の実施により、促進区域内にお

いて、以下の効果が見込まれること。 

①促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で５％増加すること 

②促進区域に所在する事業者の雇用者平均給与額総額が開始年度比で５％増加すること 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

本計画においては、重点促進区域を設定しない。 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①東大阪市内の金属製品製造業、プラスチック製品製造業等の産業集積を活用した成長

ものづくり 

 ②東大阪市内の花園ラグビー場等のスポーツ施設を活用したスポーツ・観光・まちづくり

分野 

（２）選定の理由 

①東大阪市内の金属製品製造業、プラスチック製品製造業等の産業集積を活用した成長

ものづくり

東大阪市は、平成２６年度経済センサス基礎調査によると製造業の事業所数は６，３２１

と全国５番目、可住地面積１平方キロメートルあたりの事業所密度は全国トップ（事業所数

４，０００以上）と全国でも有数の「モノづくりのまち」である。東大阪市の基盤産業は製

造業であり、中でも金属製品製造業は製造品出荷額等１７，９８８，９００万円で全国第９

位、プラスチック製品製造業は製造品出荷額等１０，２４８，９００万円で全国第１０位と

なっている。 

トップシェア製品もしくは他社にない独自技術・製品を保有するいわゆるニッチトップ

企業は１６７社ある（東大阪商工会議所調べ）。ニッチトップ企業は全国に約２，２００社

あるといわれており、全事業所数（５，４５３，６４５事業所）の約０．１％にも満たない

数となっているが、東大阪市内ニッチトップ企業の割合は、全事業所数２５，８３９所の０．

６％を占め、独自の高度な技術をもつ中小モノづくり企業等が数多く存在している。

具体的には、例えば金属製品製造業ではゆるまないナットを開発し、スペースシャト

ル、航空機、新幹線等に採用される企業や、高度な表面処理技術により錆びないボルトを

開発し、全国の橋梁での採用や原子力発電所で採用されるなど、シェア９０％を誇り、本

技術がこれまでにない表面処理技術としてＪＩＳ規格となった企業が存在する。また、プ

ラスチック製品製造業では、３次元ハイブリッド製法（射出成形＋押出成形）で日米特許

を取得する企業が存在する。

一方で、東大阪市は大阪中心部への利便性が高いことから、住宅のニーズが高く、町工場

が移転した跡地に住宅が建つことが多くなってきており、近隣のモノづくり企業が操業し

にくい環境となることがある。こういった事態を未然に防ぐため平成２５年度に全国の自

治体でも珍しい「東大阪市住工共生のまちづくり条例」を施行し、東大阪市内全ての工業地

域及び準工業地域の９１％を「モノづくり推進地域」に指定した。モノづくり推進地域内で

住宅を建てる際は一定のルールを設け、企業立地に関する支援施策を講じることで、東大阪

市内製造業と住民の相互理解を図る取り組みにより、高度な技術力をもつ企業の集積に努

めている。 
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東大阪市内にこのような企業が集積している要因の一つには、市内のものづくり企業は

親会社との系列をもたない企業が約９割（東大阪市全事業所経営実態調査より）と多いた

め、取引の際に近隣の協力工場との多彩なネットワークを構築していることがあげられ

る。このネットワークにより、多くの企業城下町で見られる系列によるピラミッド構造と

は異なる、有機的な分業システムが機能している。さらに、平成２９年度に東大阪市内製

造業の全事業所６，３２１事業所に対して実施したアンケート結果では、「これまでに経

験のない発注に対して対応する、若しくは検討し対応する」と答えた事業者は６割を超え

ており、その理由として「新しい技術開発につながる」と答えた事業者の割合が５割と最

も高く、東大阪市の製造業事業者の技術開発に対する思い、新たな分野等へ挑戦する意欲

が強いことがうかがえる。また、東大阪市では２００社以上が参加する様々な異業種交流

グループが存在し、他業種との連携を図ることで、新たな製品・技術開発が促進されるな

ど、成長ものづくり分野に取り組む土壌ができていると言える。

また、大学との産学連携事業も盛んに行われていることも独自技術をもつ企業が集積し

ている一因となっている。これまでに大学と産学連携事業を行ったプロジェクト数は東大

阪市が把握しているだけでも５０件程あり、その中には、戦略的基盤技術高度化支援事業

を活用しＣＦＲＰの熱可塑性鍛造技術を開発した事例などがある。また、本市に所在する

近畿大学大学院には、我が国初のプログラムを取り入れた「東大阪モノづくり専攻」が設

置されている。本専攻で学ぶ大学院生は、東大阪を中心とする特徴ある技術を有する企業

群を研究することを目的とした研究開発室に所属しながら、企業で実際の実務を経験しつ

つ、大学院で高度な専門教育と研究指導を受けている。本制度は、市内製造業事業者との

連携の強化に有用であり、中小企業の活性化にも貢献している。

東大阪市では、公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構により「高付加価値化促進

事業（平成２９年度研究開発枠６，０００千円）」が実施されており、市内製造業の新規分

野参入に向けた新たな商品開発や産学連携での商品開発等を支援している。また、東大阪市

では産学連携において、教員だけではなく学生との連携にも取り組み、若者の感性やマーケ

ティング力を活かした学生中心のアイディアを製品化につなげていく活動を促進している。

また、平成２８年度からは、医工連携事業を開始し、様々なプロジェクトを展開している。

大阪大学大学院医学系研究科および医学部附属病院と連携し、健康・医療分野における研究

成果や医療現場等における課題解決のためのイノベーションの実現に取り組む「産学連携・

クロスイノベーションイニシアティブ」に自治体として唯一参画するほか、公益財団法人東

大阪市産業創造勤労者支援機構による「東大阪市医工連携研究会」（平成３０年１月１日現

在３８社が参加）では医療機器メーカーへの部品・部材の供給はもちろん、医療機器等の開

発といった取組を支援している。さらに、医工連携事業化促進事業（平成２９年度１０，０

００千円）により医療・ヘルスケア関係の製品等の開発も支援している。

本地域におけるこうした特性を生かし、これまで参入していなかった分野、例えば医療機

器への部品・部材供給といった新製品開発・新技術開発を促進することにより、新たな成長
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モノづくり分野に参入する等、新たな産業を創出し、域外需要を獲得することで、域内のフ

レキシブルな企業間取引ネットワークを通じた波及効果により、域内の好循環に繋げ、企業

の稼ぐ力の向上ひいては地域経済の活性化につなげていく。 

②東大阪市内の花園ラグビー場等のスポーツ施設を活用したスポーツ・観光・まちづくり

分野 

市最大の都市公園である花園中央公園は、１９２９年に竣工した日本最古のラグビー専

用球場である花園ラグビー場（第１グラウンド、第２グラウンド、練習グラウンド、何れの

グラウンドも天然芝）、陸上トラックと天然芝グラウンドを備えた多目的球技広場、毎年プ

ロ野球ウェスタンリーグ公式戦が開催される花園セントラルスタジアムといったスポーツ

施設を有している。加えて、公園内には児童文化スポーツセンター（愛称ドリーム２１）や

美術センターといった教育、文化施設等が位置しており、市民の憩いの場としての役割に留

まらず、市内外から人を呼び込む集客機能を有する施設が集積している。特に、花園ラグビ

ー場は昭和３８年から毎年、全国高等学校ラグビーフットボール大会が開催され、大会期間

を通じて約１００，０００人の観客が訪れる等、高校ラグビーの聖地として全国に知られ

る。更に大規模改修を終えた平成３０年１０月以降、ラグビーワールドカップの４試合を含

む６試合の国際試合が開催され、１試合あたり平均２０，０００人、計１２０，０００人が

観戦に訪れた。 

また、花園ラグビー場は、スポーツを見るだけでなく、スポーツをする施設としても他施

設に優位性があるものと捉えて取組みを進めている。東大阪市は生涯スポーツの国際的祭

典であるワールドマスターズゲームズ２０２１関西（以下、ＷＭＧという。）のラグビーフ

ットボール競技開催自治体である。この大会の最大の特徴は３０歳以上であれば、誰でもプ

レーヤーとして参加できるという点である。一方、既述の通り花園ラグビー場は高校ラグビ

ーの聖地であることから、かつて花園でプレーした、または目指したプレーヤーにとって特

別なスタジアムである。本市ではこれらのプレーヤーを再び花園に集める大会を、ＷＭＧの

レガシー大会として継続的に開催すべく取組みを進めている。ＷＭＧの大会本番を見据え

て令和元年１０月に開催したテスト大会では定員の約１．５倍となる約４７０名の応募が

あり、北海道から沖縄まで、全国からマスターズ世代のラグビー選手が集まった。 

一方、花園中央公園では大規模集客イベントも開催されている。本市マスコットキャラク

ターのトライくんが平成２９年度にゆるキャラ®グランプリご当地キャラクター部門で３位

になったことを受け、東大阪市が、翌年度の最終決戦投票の舞台として選ばれた。投票の会

場となった花園中央公園には２日間で約３８，０００人が訪れるなど、スポーツ以外のイベ

ントを開催する会場としても十分な収容能力を持っている。 

このように高い集客力を備えた都市公園を、本促進地域における有力な地域活性化資源

として捉えることで、スポーツ関連産業のうち、特にスポーツツーリズム関連産業を振興す

る拠点としての役割が期待できる。花園中央公園は機能、規模が異なる複数のスタジアム、

グラウンドを有しており、多様なニーズに応えることが可能である。国際試合を含むスポー

ツ観戦、また、マスターズ世代のラグビー大会の開催等を、誘客実績の一例として挙げたが、

地域経済の活性化をより効果的に進めるため、本市におけるスポーツツーリズムにおいて

民間事業者に期待する要素を①施設機能の拡充・強化（施設の管理運営事業、投資事業）、

②試合や催しの誘致・開催（興業誘致事業、企画提案事業）、③市内での消費行動拡大（観
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光振興事業、誘客ＰＲ事業）の３つに大別し、これらの役割を担う事業者の参入を促し、積

極的に育成することで、本市の地域特性を生かしたスポーツ産業（スポーツツーリズム関連

産業）を振興する。これにより、周辺産業への経済効果や雇用創出を生み出し、地域経済の

持続的成長を支える収益性の高い事業展開を目指す。なお、プロスポーツの興業やスポーツ

合宿の誘致事業、これに伴う市内での飲食や宿泊の促進においては、その支援機関としての

スポーツコミッションの活用好例を参考に調査研究を進める。 

以上の取組みを進めることにより、花園ラグビー場を中心とした花園中央公園において、

より効率的・効果的に誘客施策を展開する。更には花園中央公園への民間活力の呼び込みに

加え、他の市有施設への投資を伴う利活用提案へも積極的に対応することで、既存スポーツ

施設の機能強化や、遊休施設のスポーツによる活用等を進め、スポーツ・観光・まちづくり

分野において付加価値を創出する地域経済牽引事業を促進し、交流人口の拡大や地域経済

の好循環拡大を図っていく。 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

 地域の特性を生かして、製造業における地域経済牽引事業を促進していくためには、東

大阪市内製造業を取り巻く環境を分析し、適切な事業展開を行っていく必要がある。 

 また、スポーツ・観光・まちづくり分野における地域経済牽引事業の促進においては、花

園ラグビー場を中心とする花園中央公園の集客ポテンシャルを最大限に引き出すため、民

間投資やノウハウの呼び込みを積極的に行う必要がある。 

これらを踏まえ、事業者を取り巻く環境を分析するとともに、事業展開の可能性を周知

することで積極的な民間参入を進める。また、国の支援策も併せて活用し、積極的な対応で

事業コストの低減、本地域の特性の成長を促進する。 

（２）制度の整備に関する事項 

①東大阪市住工共生のまちづくり事業 

市民、モノづくり企業、市等が一体となって住工共生のまちづくりを推進するため、東

大阪市住工共生のまちづくり条例を平成２５年４月に施行した。これに伴い、その責務と

して、住工共生のまちづくりに関して必要な施策を実施している。 

ⅰ住工共生モノづくり立地促進事業 

市内のモノづくり推進地域で新たに延床面積５００㎡以上を活用し（工業専用地域

では延床面積１，０００㎡以上を活用）製造業を営む場合や、新たに工場を建設する場

合等に、土地・家屋にかかる都市計画税および固定資産税相当額の一定割合を補助す

る。

ⅱ工場移転支援補助事業

東大阪市内工業専用地域及びモノづくり推進地域以外の地域から、東大阪市内の工

業専用地域もしくはモノづくり推進地域への移転に対し、補助金を交付する。
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②地方創生関係施策 

平成３０年度から令和５年度にかけて地方創生推進交付金を活用し、東大阪市の金属

製品製造業、プラスチック製品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野にお

いて、支援機関等による事業環境の整備、新製品・サービス開発や新規参入、販路開拓等

の支援に取り組むことを検討する。 

また、スポーツ・観光・まちづくり分野においても同交付金を活用し、花園ラグビー場

をはじめとするスポーツ施設等に対するハード・ソフトの両面から集客機能の強化を図

る取組みに対し、支援する方策を進める。 

③大阪府の企業立地の優遇制度 

ⅰ企業立地促進補助金 

府が指定する産業集積促進地域において、工場又は研究開発施設の新築や増改築

を行う企業に対する補助を実施する。 

補助要件：投資額１億円以上 等 

 補助率 ：家屋・機械設備等の５％（府内に本社等のある企業は１０％） 

 限度額 ：３，０００万円 

  ※上記補助金の交付決定を受けた上で、所定の要件を満たした場合は法人事業

税に対する補助（２，０００万円限度）の対象となる。 

ⅱ産業集積促進税制 

府が指定する産業集積促進地域において、工場、研究所等の家屋又はその敷地とな

る土地の取得に係る不動産取得税を軽減する税優遇制度を実施する。 

対象者：中小企業 

特例措置の内容：対象不動産の取得に係る不動産取得税の１／２に相当する金額

を軽減 

限度額：２億円 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

①東大阪市技術交流プラザ 

東大阪市内に立地する製造業事業者約１，２００社のデータベース。専用ウェブサイ

トから企業またはコーディネーターに対して、問い合わせが可能となっている。技術交

流プラザの利用を促進することで、東大阪市内企業への受注増加をめざす。 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

ものづくり分野においては大阪府商工労働部成長産業振興室内、東大阪市経済部モノ

づくり支援室内に、スポーツ・観光・まちづくり分野においては、大阪府商工労働部成長

産業振興室内、東大阪市スポーツのまちづくり戦略室内に、事業者の抱える課題解決のた

めの相談窓口を設置する。また、事業環境整備の提案を受けた場合についても同相談窓口

において対応する。
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（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構による東大阪市医工連携プロジェクト

創出事業 

ⅰ医工連携研究会 

東大阪市内製造業３８社及び協賛会員１０社（平成３０年１月１日現在）が参加して

おり、大きく３つの方向性を設定している。 

a.医療分野の部品・部材の供給に特化した企業グループの形成（部品・部材グループ）

医療機器メーカーなどとの新規取引に向けて、素材、加工種別、精度、サイズ、

設備など、より細分化した企業情報を整備しマッチングを図る。 

b.医療分野の図面化・試作開発領域に特化したグループの形成（開発支援グルー

プ） 

試作、特注を得意とする市内企業を中心にエンジニアや図面を描ける協力者な

どによるグルーピングを行い、医療現場のニーズを具体的な図面にし、試作品まで

対応可能とする。 

c.医療現場の課題、問題点を解決する製品開発 

医師が求める高性能な医療機器ではなく、臨床工学技士や看護師が求める、まさ

に医療現場での困り事や職場環境の改善につながる製品の開発をめざす。一般医

療機器、非医療機器の後発、改良を中心とした製品開発を支援する。 

ⅱ医工連携事業化促進事業 

東大阪市内製造業者が１社又は市内中小企業者２社以上が共同して行う、医療・介護

関連機器等を開発する際の機械装置導入にかかる経費・原材料費・共同研究費等を支援

し、付加価値の高い製品の製造や技術研究を促進することにより、市内企業の健康・医

療分野への参入、強化を図る。 

②公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構による高付加価値化促進事業 

東大阪市内中小企業者１社又は市内中小企業者２社以上が共同して行う、新たな技術

の研究や新製品の開発に向けた取り組み、又調査研究や講習会の開催など経営課題の解

決に向けた活動に対して、補助金を交付する。 

③学校法人近畿大学との産学連携事業 

東大阪市内製造業の持つ技術・製品等を活かし、教員指導のもと学生による発想・アイ

ディアを新商品・新製品開発に活かす事業に取り組む。 

④伊藤忠商事株式会社との業務協定 

東大阪市と伊藤忠商事株式会社は平成１７年度から業務協定を結んでおり、東大阪市

内製造業の開発した新製品・新技術を伊藤忠商事株式会社へ紹介し関連会社及び取引先
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とのマッチングを行い、新たな販路開拓を行う事業に取り組む。

 ⑤地方独立行政法人大阪産業技術研究所との包括連携協定 

  東大阪市と地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（現：地方独立行政法人大

阪産業技術研究所）は平成２４年度から包括連携協定を結んでおり、東大阪市立産業技

術支援センターで行う企業支援事業等に関する連携事業に取り組む。

⑥スポーツを通じたまちづくりに関する連携協定 

  スポーツ団体、事業者等のうち、特にスポーツを通じたまちづくりにおいて市との協

働が可能な事業者との協定締結を積極的に進め、スポーツを活用した施策展開において

民間活力の誘引とノウハウの蓄積に取り組み、民と民の協力による事業拡大や事業展開

を支援する。 

（６）実施スケジュール 

取組事項 平成２９年度 平成３０年度 

～令和４年度 

令和５年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①住工共生のまち

づくり事業 

実施   

②地方創生関係施

策 

実施に向け検討 平成３０年度 

 実施に向け検討 

平成３１年度～ 

 実施予定 

③大阪府の企業立

地の優遇制度 

実施   

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①技術交流プラザ 実施   

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口設置 平成３０年４月 

設置予定 

【その他】 

①東大阪市医工連

携プロジェクト創

出事業 

実施

②高付加価値化促

進事業 

実施

③学校法人近畿大

学との産学連携事

実施   
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業 

④伊藤忠商事株式

会社との業務協定 

実施   

⑤大阪産業技術研

究所との包括連携

事業 

実施

⑥スポーツを通じ

たまちづくりに関

する連携協定 

実施  

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

 東大阪地域が一丸となって地域経済牽引事業を促進していくため、東大阪市における支

援機関である東大阪商工会議所、公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構、ものづ

くりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）、学校法人近畿大学、東大阪市との連携協定締結

先である株式会社池田泉州銀行、大阪シティ信用金庫、伊藤忠商事株式会社、地方独立行政

法人大阪産業技術研究所などと十分に連携し、効果的な支援活動を展開し、最大の効果を

発揮していくことが重要である。 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①東大阪商工会議所 

東大阪商工会議所では中小企業経営総合相談窓口を設置し、事業承継や人材確保、金

融に関連した資金繰り対策等、様々な経営上の課題解決に向けた支援を行うため、相談

員を４名配置し支援を行う。

②公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構 

支援機構の事業である、「高付加価値化促進事業」及び「医工連携プロジェクト創出事

業」以外に「モノづくりワンストップ推進事業」として、技術系・販路系コーディネータ

ーを配置するとともに、平成２９年度からは企業訪問相談員を配置し、ニーズの高い技

術コーディネーターによる市内企業への発注案件対応と、販路開拓コーディネーターに

よる販路開拓支援を効率よく連携させることで、技術・販路の両面からきめ細かく支援

するワンストップサービスを市内企業全体に提供し、発注案件や販路開拓を支援する。

また、企業訪問相談員による企業訪問から企業のニーズ等を掘り起こし、国・府・市等

で行っている支援策へつなげていく。

また、「ビジネスセミナー事業」では、その時々の経済情勢に照らした様々なセミナー

を行っており、先端モノづくり分野等のセミナーを行っていく。

 ③ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ） 
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クリエイション・コア東大阪内にある、ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩ

Ｏ）は、ものづくり中小企業の最新技術・製品を展示する日本最大級の常設展示場を有

する、大阪府と関係機関が運営する府内ものづくり中小企業の総合支援拠点であり、ビ

ジネスマッチングを中心に販路開拓、産学連携、知的財産など総合的な支援を行ってい

る。 

さらに、クリエイション・コア東大阪には、独立行政法人中小企業基盤整備機構や公

益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構が入居し、様々な機関が連携して中小もの

づくり企業の支援を実施する。

④株式会社池田泉州銀行 

東大阪市と産業振興連携協定を結んでおり、事業者に対してセミナーや補助金獲得に

向けた支援等を行う。 

 ⑤大阪シティ信用金庫 

東大阪市と地方創生にかかる包括連携協定を結んでおり、中小企業の特定ものづくり

基盤技術の高度化に向けた支援、成長分野（医療・介護・健康産業）の参入支援等を行

う。 

 ⑥学校法人近畿大学 

 東大阪市内製造業の持つ技術・製品等を活かし、教員指導のもと学生による発想・アイ

ディアを新商品・新製品開発に活かす事業に取り組む。 

 ⑦伊藤忠商事株式会社 

 東大阪市と伊藤忠商事株式会社は平成１７年度から業務協定を結んでいる。東大阪市

内製造業企業が開発した新製品・新技術を伊藤忠商事株式会社へ紹介し関連会社及び取

引先とのマッチングを行い、新たな販路開拓を行う事業に取り組む。 

 ⑧地方独立行政法人大阪産業技術研究所 

 東大阪市と地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（現：地方独立行政法人大

阪産業技術研究所）は平成２４年度から包括連携協定を結んでいる。本協定により、財団

法人東大阪市中小企業振興勤労者福祉機構（現：公益財団法人東大阪市産業創造勤労者

支援機構）のワンストップ相談員と東大阪市立産業技術支援センターの相談員および地

方独立行政法人大阪産業技術研究所の研究員で構成される「モノづくり応援隊」により、

市内中小企業の人材育成（技術面）、技術承継、技術課題の解決や技術力向上にむけた支

援を行う。 

⑨公益財団法人大阪産業局 

大阪府の中核的な中小企業支援機関として、府内ものづくり企業の販路開拓支援をは

じめとする様々な支援サービス（国際ビジネス支援、設備貸与、よろず支援拠点、プッシ

ュ型事業承継支援高度化事業等）を提供するとともに、「マイドームおおさか」の貸館事
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業（展示会・商談会、セミナー会場）等に取り組んでいる。 

⑩一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構

東大阪市版ＤＭＯとして、ラグビーワールドカップを皮切りに国際スポーツイベント

が連続するゴールデン・スポーツイヤーズを契機に、交流人口の拡大と地域活性化を進

めるため平成２７年１０月に発足した。推進テーマのひとつに「ラグビーのまちを生か

した『ラグビー（スポーツ）観光』」を掲げ、観光地経営の視点から誘客プロモーション

や消費促進策の企画運営を行う。民間企業や大学の関係者、観光関連団体等が参加する

観光振興の基幹的組織として、官民連携による地域活性化施策の創出、拡充に向けた支

援を行う。

⑪大阪信用保証協会 

信用保証協会法に基づき設立された公的法人として、中小企業者や新たに事業を立ち

上げる方の公的な保証人となり、事業資金の調達が円滑に行えるよう支援するとともに、

利用先中小企業に対する経営支援や、創業を目指す方へ支援を行っている。

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないよう

配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、事

業活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくものとする。 

特に大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、事業活動等が住民の理解

を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施するなど、周

辺住民の理解を求めていく。 

 また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化

対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくり

のための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上をめざす。 

（２）安全な住民生活の保全

  大阪府では、「大阪府安全なまちづくり条例」及び同条例を根拠に定められた「安全防

犯指針」に基づき、行政、事業者、府民が一体となった取組を行うとともに、府民それぞ

れが自主防犯意識の高揚を図り、「安全なまち大阪」の確立を目指し、様々な活動を推進

している。

  また、交通安全施策についても「大阪府交通安全実施計画」に基づき、地域の交通の安

全と円滑を図る活動を推進している。

  同条例及び同指針並びに同計画の趣旨に鑑み、本基本計画の実施によって、犯罪及び交

通事故等を増加させ、又は地域の安全と平穏を害することがないよう、地域住民の理解を

得ながら次の取組を推進する。 
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① 防犯に配慮した環境の整備、管理

  ア． 道路、公園等の公共空間、事業所等の整備にあたっては、見通しが確保できる

よう配慮するとともに、必要に応じて、防犯照明の整備に努めるものとする。 

イ． 夜間に、道路、公園等の公共空間、事業所敷地及びその周辺、空き地等におい

て、人の行動を視認できる程度以上の照度を確保するため、道路照明灯や防犯灯

等を整備する。また、これらの場所が、地域住民に迷惑を及ぼす行為に利用され

ないよう立入りの制限やパトロールを実施するなどの管理に努める。 

ウ． 道路には歩道を設置し、ガードレール、歩道柵（さく）、植栽等により、歩道

と車道の分離に努めるなど犯罪防止に配意した構造、設備の整備を行う。 

エ． 地域住民や従業員、来訪者等が、事業所や駐車場等において、犯罪被害に遭わな

いよう防犯カメラや防犯照明の設置等防犯設備の整備に努める。 

オ． 事業所が犯罪被害に遭わないよう防犯カメラや防犯ベル、機械警備システムな

ど防犯設備の設置に努め、犯罪に遭いにくい環境の整備に努める。 

カ．  事業者等は各種の取組が有効で、継続的なものとなるために相互の連携に努め

る。 

② 交通安全に配慮した環境の整備

ア． 事業者等は、地域の交通の安全と円滑を図るため、施設の建設、道路整備等に

ついては、計画を立案する時点から警察等関係機関との十分な調整を図り、道路

交通環境整備の促進に努める。

イ．  事業者等は、違法駐車等による交通環境の悪化を防止するため、十分な駐輪・

駐車スペースを確保する。

③ 地域社会との連携

ア． 事業者は、顧客に対する防犯意識の醸成を図るとともに、事業活動を通じて地

域住民等が行う自主防犯ボランティア活動等に参加するほか、これらの活動に対

して物品、場所等の支援を行うなど、地域における防犯活動への協力を行う。

  イ．  事業者は、事業所周辺の公共空間にも配意した防犯灯、防犯カメラの設置等、

近隣事業所と連携した地域ぐるみでの防犯対策に努める。

④ 従業員・関係事業者に対する教育、指導の徹底

事業者等は、従業員・関係事業者に法令教育による遵法意識の浸透や犯罪被害に

遭わないための指導を行う。また、外国人の従業員・関係事業者には、日本の法制

度、習慣等についても指導を行う。

⑤ 警察等関係機関に対する連絡・協力体制の確立

事件・事故・災害等発生時における警察等関係機関に対する連絡体制の整備と捜

査活動への積極的な協力を図る。

⑥ 暴力団等反社会的勢力の排除 

 事業者等は、暴力団等反社会的勢力を排除するため、同勢力からの接触等があった

場合には、警察に即報するとともに、各種要求には絶対に応じない。

⑦ 不法就労の防止

事業者が外国人を雇用する際には、必ず在留カード、パスポート等により、在

留資格等の確認や雇用状況の届出を確実に行うなど、適法な就労を確保するよう事

業者や関係自治体において必要な措置をとる。

⑧ その他

以上の項目に記載のない事項で、「安全な住民生活の保全」のために必要な事項が
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生じたときは、その都度、事業者及び警察等関係機関で協議の上、必要な措置をと

る。 

（３）その他 

 ＰＤＣＡサイクル確立方針 

 東大阪市の中小企業振興に関する事項について必要な意見又は助言を聴くために設置し

ている東大阪市中小企業振興会議において、年１回、基本計画と承認事業計画に関する報

告を行い、効果検証及び事業見直しの検討を行い、基本計画の変更等、必要な対応を行うこ

ととする。 

 また、スポーツ・観光・まちづくり分野では、一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構に

おいて事業の展開状況について報告を行うとともに、効果検証及び事業見直しの検討を行

い、基本計画の変更等、必要な対応を行うこととする。 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

本基本計画において、土地利用の調整は行わない。 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和５年度末日、又は、企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年

法律第 47 号）附則第７条第１項に基づき地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律（平成 19年法律第 40 号）の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて変更された地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方

針（以下「新基本方針」という。）に基づいて、令和５年度末日までに改めて基本計画（以

下「新基本計画」という。）を作成する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか

早い日までとする。 

（新基本方針に基づいて新基本計画を令和５年度中に作成する予定である。そのため、令

和５年度をその準備期間として位置づけ、計画期間を令和５年度末日、又は、新基本方針

に基づいて、令和５年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、当該新基本計画

の同意日の前日のいずれか早い日までとする。） 


